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事実の概要

　１　事実の経過
　本件は、甲 1、甲 2（あわせて甲土地と呼ぶ）、
乙の各土地（甲土地・乙土地をあわせて本件土地と
いう）について設定された使用貸借について、Ｘ
（原告・控訴人・Ａの子）が返還を求めたものである。
ＸとＡ（原告・Ｘの親、後に甲土地を信託目的でＸ
に信託後に委付した）は、甲土地を共有しており、
乙土地についてはＸが単独で所有していた。Ｘと
Ｂは兄弟であり、Ｂには子Ｙ（被告）がいる（Ｂ
とその配偶者Ｃは離婚し、当初のＹの親権者はＣと
された）。平成 14 年 6月、Ｂがうつ病を患ってい
たことから、ＢとＡが同居する建物を新築する目
的で、Ｘ・ＡとＢとの間で本件土地について、使
用貸借契約が締結された。そして、同月 17 日に
Ｂが甲 1の上に建物を新築（以下、本件建物という）
し、Ａとの同居を開始した。その後、Ｙについて
平成 21 年 10 月 13 日に親権者がＣからＢに変更
された。そして、平成 29 年Ｂは自死し、Ａは施
設に入所した。
　Ｂの死亡時は、ＹはＣの住居に居住していたが、
Ｂ死亡後 5か月が経過した際には、本件建物に
居住しており、甲 1、乙の各土地を占有していた
（なお、甲 2の土地については、駐車場などとして使
用していたかどうかが争われた）。そのため、Ｘが
Ｙに対して建物収去土地明渡し、ならびに甲 2に
ついて使用料（賃料）相当額の支払を求めたもの
である。
　２　原審での争点
　原審（名古屋地判平 31・3・26 判時 2520 号 27 頁）
では、本件土地の使用貸借終了の成否が第一に争

点とされた。Ｘは、本件土地の使用貸借の目的は
Ａ・Ｂの居住のみであるとし、Ｙは、目的を本件
建物の所有であるとし、Ｂが継続して居住するた
めのものであると主張した。また、建物所有目的
の場合には民法旧 599 条は適用されず（以下、平
成 29 年法律 44 号改正前の条文に「旧」を、改正後
の条文には「現」を付する）、本件は建物所有目的
のため、目的は果たされていないとした。第二の
争点は、賃料であった（本争点については、省略す
る）。
　原審は、Ｘらが主張した事実によっては、本件
使用貸借の目的がＢとＡとの同居のみであること
の根拠とはならないとした。また、Ｙは素行が悪
く、家を転々としていたという事実が認められる
ものの、親権者がＢに変更されたことから、「仮
にＹが反抗期で必ずしも素行がよくない時期が
あったとしても、Ｙが本件建物に居住していな
かったと認めることはできない」とし、Ｙが建物
に居住していると判断した。
　以上のことから、民法旧 597 条 2 項本文に基
づく使用貸借の終了は認められず、本件は建物の
所有を目的とするものであるとした。そのため、
原審は「本件の事実関係の下では、Ｂが死亡した
ことそれ自体をもって、同法旧 599 条に基づき本
件使用貸借が終了したとも認められない」とした。
　もっとも、当事者間では、ＸがＹに相続放棄を
求めたことや、ＹがＸに土地を無償で使用してい
ることに感謝の念を示そうとしないなどの「当事
者間の信頼関係は相当弱まっているから、本件使
用貸借をこのまま存続させることには躊躇を覚え
なくもないが……、本件使用貸借の目的がＸらが
主張するものであるとは認められない以上、上記
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の結論を覆すに足りる事情とまではいえない」と
して、Ｙが勝訴したため、Ｘが争点を追加して控
訴した。

判決の要旨

　本判決ではＸは信頼関係が破壊されていること
に基づき、民法旧 597 条 2 項の類推適用による
契約の解除を追加的に主張した。その判断につい
て、Ｙが一時的に本件建物に居住していた事実は
あるものの、Ｙの交際相手と同居した事実、その
後Ｃの住居へ居住したこと、本件建物の鍵も持っ
ていなかったこと、Ｂ死亡後にＸから鍵の交付を
受けた際にも、本件建物に居住する旨は伝えない
まま平成 29 年 11 月又は 12 月頃から居住を開始
したこと、Ａの世話をした事実はないこと、以上
のことから「少なくともＢ死亡後は〔ＸとＹの〕
関係が悪化しており、Ｙ自身、Ｘとの人間関係が
悪化していることを否定していない事実」が認め
られるとした。そして、「Ｂ死亡時……に本件建
物に居住していなかったことはもちろん、それよ
り約1年半前に住所を本件建物から別の場所に移
していたのであるから、Ｙの居住先を確保するた
めに、Ｂを借主とする本件甲 1及び本件乙の使用
貸借を、同人死亡後においても存続させる必要性
は見い出せない。加えて、ＹとＸ及びＡは親族で
はあるが、ＹはＸに告げることなく本件建物での
居住を開始し、現時点でＹとＸとの人的関係は悪
化しているし、Ａは施設で生活していてＹと交流
はない。この点、Ｙは、信頼関係破壊の原因がＹ
に帰責性のあるものに限るべき旨主張するが、債
務不履行に基づく解除とは異なるものであり、そ
のように限定的に解する根拠は明らかではないか
ら、採用することができない。以上を踏まえると、
本件使用貸借の当事者の信頼関係は破壊されてい
るから、民法 597 条 2 項ただし書の類推適用に
より、貸主であるＸは、本件使用貸借を解約する
ことができるというべきである……」と判断され
た。

判例の解説

　本件は、親族間の使用貸借契約について、信頼
関係破壊の法理により解約が認められるとされた
ものである。旧法下では、信頼関係破壊の法理に

よる解約は旧 597 条 2 項ただし書の類推適用に
よるとするのが大半であったが、現行法において
は現 598 条 1 項の類推適用によることになると
考えられる。本件は、使用貸借の借主が死亡した
場合に使用貸借が終了するかについてと、使用貸
借における信頼関係破壊の法理について、のそれ
ぞれが問題となるが、紙幅の関係上、信頼関係破
壊の法理に限って解説を行う。

　一　先例
　本件の先例と思われる最高裁判決として、最判
昭 42・11・24（民集 21 巻 9 号 2460 頁）がある。
父母を貸主とし、子を借主として返還時期を定め
ずにされた使用貸借で、目的としては建物を所有
して会社を経営して、その収益で父母を扶養し、
可能であれば兄弟も扶養するという内容であっ
た。しかし、借主が理由もなく父母の扶養をやめ、
兄弟とも交流を断ってしまった。この場合には、
信頼関係が破壊されたとして、民法旧 597 条 2
項（現 598 条 1 項）を類推適用して貸主は借主に
対して使用貸借を解約できるとした。ここで、信
頼関係破壊の法理が使用貸借にも適用される素地
が整ったといえよう１）。

　二　学説
　１　使用貸借において、信頼関係破壊の法理は
　　　持ち込めるか
　本件について、まず問題となるのは、信頼関係
破壊の法理が使用貸借においても妥当するかであ
る。親族間の使用貸借について、東京高判昭51・4・
21（判時 815 号 53 頁）は、信頼関係が失われた
事案として旧 597 条本文を適用した。これに対
して、山中はこのような場合には旧 597 条 2 項
ただし書（現 598 条 1項）を適用すべきものとし、
その理由を「使用貸借の目的到達の不能が契約締
結後に生じた事件だからである」２）とする。
　また、来栖は前掲最判昭和 42 年について、「民
法 597 条 2 項但書を類推し貸主は解約すること
ができるとしたことは適当ではない」３）とする。
そして、異なる解釈論として、負担付きの使用貸
借と構成して、その債務不履行を理由に解約を認
める方法や、「忘恩行為」を考慮するべきとする。
そして、「使用貸借についてはもっとひろく『已
ムコトヲ得サル事由』によって解約しうることを
みとむべきではないか」４）とする。確かに、継続
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的契約関係である委任契約には、651 条にその旨
の解除の規定が置かれており、無償性を前提とす
る原則的な委任契約を念頭に置けば、同じく無償
で行われる使用貸借にもこの考え方を用いるとい
うのはありうることであろう。
　同様に、石田は最判昭和 42 年について、「借
主が父母を扶養するという負担附の使用貸借であ
ると考えられ、貸主は負担の不履行を理由に契約
を解除できるとした方が妥当である、と思われ
る」５）とする。
　これに対しては、確かに「……負担が課されて
いたと構成することにより、借主に債務不履行責
任を負わせ、解除という結果を導き出すことも考
え得る」６）が、「債務不履行が認定されうるため
には、あくまで負担付使用貸借（または、使用貸
借と扶養が結合した契約）が成立していることが
認定されなければならず、そうでない場合には活
用し難い法律構成ではなかろうか」７）との指摘が
ある。この点は、本件でも問題となり、Ｙは自己
の居住のために土地の使用貸借を主張しているの
であって、ここに「負担付使用貸借」の債務不履
行を観念することは難しいであろう。
　さらに、「……貸主のこのような将来への期待
〔筆者注―扶養など〕が、重要な財産の使用貸借に
おいて、借主にも明らかな、重要な動機＝前提で
ある場合がある。このような期待が確定的に失わ
れた場合には、貸主に帰責事由がない限り、物の
返還を請求することができ、その根拠は、民法に
規定はなく判例も承認していないが、贈与の場合
と同じく、無償契約における前提の消滅の理論に
求めるべきである。これは借主の債務不履行によ
る解除と異なり、借主の帰責事由を必要とせず、
損害賠償を伴わない」８）とし、旧 597 条 2 項ただ
し書（現 598 条 1 項）類推適用については「類推
解釈は無理である」９）とするものもある。
　また、債務不履行による解除の法理は東京地判
平 3・5・9（判時 1407 号 87 頁）では採用できな
いとし、「……目的到達不能または前提喪失の法
理を適用するのが事態適合的であり、そのための
法律構成として 2項但書を類推適用することは
妥当といえる」10）との指摘もある。
　潮見は、「行為基礎の喪失を理由とする契約終
了を認める」11）場面が現 598 条 1 項類推適用には
存在するとし、最判昭和 42 年の関連では、「負
担付き使用貸借の合意があったものと捉え、負担

の不履行を理由とする解除と構成すべきであっ
た」12）とする。
　このように、信頼関係が破壊された場合の使用
貸借の法的構成については、疑義を投げかけられ
なくもない。この点については、後継の評釈で再
度触れることとする。
　２　信頼関係破壊の法理を使用貸借に
　　　適用することを肯定する学説
　次に、信頼関係破壊の法理と旧 597 条 2 項た
だし書に関連する学説を概観しておこう。
　使用貸借において信頼関係が破壊されたと認め
られる場面が存在する場合には、「『信頼関係』は
破壊されたものと評価されるから」13）その際には
契約の解除（解約）が可能であるとされている。
もっとも、単に借主が貸主の信頼を裏切るだけで
はなく、それが法律上の義務に違反した場合に、
信頼関係の破壊があるとの指摘がある 14）。
　また、「使用貸借においても、賃貸借における
と同様に信頼関係の破壊による解除が是認され
る。すなわち、使用貸借の関係は、相互間の信頼
関係に強くその基礎をおくものであり、借主にこ
の信頼関係破壊の行為があれば、貸主はそれを理
由に使用貸借の解除をなしうるものと解すべきで
ある」15）とするが、最判昭和 42 年では広中のい
う法律上の義務に違反した背信行為があったとま
ではいえないと留保している。
　また端的に、「貸主・借主間で使用貸借上の信
頼関係が破壊された場合には、同条項を類推して、
その使用貸借を終了させることができるというべき
である」16）とし、現 598 条 1項の類推適用を信頼
関係破壊の法理の根拠条文としているものもある。

　三　評釈
　１　信頼関係破壊の法理の使用貸借への
　　　適用可能性
　学説の変遷を見ると、そもそも信頼関係破壊
の法理として現 598 条 1 項を類推適用すべきな
のかということが議論になっている。現 598 条 1
項は、目的に従った使用収益に足りる期間の使用
があれば、使用貸借を解除できるとしている（将
来効しかないので、解約ということになる）。この「目
的」を広く解釈することで、信頼関係破壊の法理
を組み入れることが可能であり、この法理による
解約が認められる際には、期間の経過は埒外にあ
るから、本項の「類推適用」になる。すなわち、
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目的に重点が置かれ、期間の経過は重要視されな
いのである。
　しかしながら、信頼関係破壊の法理を使用貸借
に持ち込むことに疑義を呈するものもある。中田
は、「賃貸借における信頼関係破壊法理を使用貸
借にも導入することについては、賃貸借では、有
償契約としての拘束力があることを前提として信
頼関係破壊による解除（賃貸人の解除権を拡張す
る面）が例外的に認められるという構造になるの
に対し、無償契約である使用貸借においては、も
ともと信頼関係を前提とするものであることが強
調されると、その破壊による解除は原則的に認め
られることになり、契約としての拘束力が軽視さ
れ、借主の地位が著しく不安定になるおそれがあ
る」17）と指摘する。そして、負担付きの使用貸借
や債務不履行の認定が行われるべきであるとす
る。
　このように、信頼関係破壊の法理を用いた現
598 条 1項の類推適用は、その条文上の文言から
しても避けるべきであるという指摘が中田をはじ
め見られる。それでは、これを本判決に当てはめ
たときにはどのようになるだろうか。すなわち、
Ｙがどのような負担があればよかったかというこ
とになるが、もっとも可能性のあるＡの世話につ
いては、Ａが施設に入った時点で不可能である（少
なくとも、家で世話をする見込みはない）。それでは、
「Ｘに感謝の意を伝える」ことを負担とせざるを
えないが、これが法律上の義務にはならないこと
はいうまでもない。そうなると、本件において
は、そもそもＹの負担を観念できないのであって、
遠藤の指摘（注６）参照）が当を得ているといえ、
負担付きの使用貸借は無理のある法律構成となろ
う。
　ただし、広中が指摘するように、信頼関係破壊
の法理による解除（解約）が認められるのは、法
律上の義務違反が借主に見られる場合であるとい
う点については、検討が必要である。すなわち、
本件においては、Ｙに何らかの義務があったとは
考えられない。そうなれば、ＸとＹの信頼関係を
破壊する法律上の義務違反というのは、本件では
見られないことになる。しかし、信頼関係破壊の
法理は裁判上は賃貸借についてであるが、総合的
に考慮されるものである 18）。そう考えると、本
件の信頼関係の破壊に関する判断は、賃貸借にお
けるそれをそのまま借用したものと考えられる。

とりわけ、Ｙの素行やＸとの関係が判断されてい
ることからして、そのように考えて間違いないで
あろう。
　２　信頼関係破壊の法理の使用貸借への
　　　適用における留意点
　こうすると、先に指摘した中田の指摘に戻るこ
とになる。つまり、そもそも信頼関係の上に成り
立つ使用貸借では、信頼関係破壊の法理が単純に
持ち込まれると、借主に不利になる。本件では、
事実を見ると解約の判断に至ったことについては
妥当と思われるが、いくら無償契約とはいえ、契
約の拘束力を完全に無視するような信頼関係破壊
の法理による使用貸借の解約が今後行われる可能
性は否定できない。したがって、使用貸借におい
て信頼関係破壊の法理が必要とされ、それに現
598 条 1項の類推適用で根拠を与えるという方法
は必要ではあるけれども、その運用において、借
主が不利とならないように、要件をより具体化し
ていくことが今後は求められる。
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